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午前１０時００分 開議

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

５番川上初太郎君、６番前田秀夫君は、欠

席でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 昨

日開催されました、第１回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告します。

本日、３月１３日は、昨日に引き続き一般

質問を行います。

次に、議案第２３号から議案第３２号まで

の平成２８年度補正予算案の提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。

次に、議案第３３号から議案第４２号まで

の新年度予算案の提案説明を受けた後、予算

審査特別委員会を設置し、会期中の審査とし

ます。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 一般質問

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 一般質問

を行います。

質問者の発言を許します。

４番 木村明雄君。

昨日の答弁から始めます。

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 木村議員からの

一般質問の答弁について、時間を要してし

まって大変申しわけありませんでした。

昨日、２点質問の内容に対する答弁をさせ

ていただきたいと思います。

まず、１点目については、芽登地区総体的

に何戸あり、総頭数は何頭かという御質問に

対してですけれども、１１戸の１,８４９頭

でございます。

２点目、水素を製造するとしたならば、ど

のくらいの費用がかかるのか、また、このプ

ラントのメタン発酵は発電するだけでなく今

後水素製造プラントに移行するならばどのぐ

らい差額費用を含めてどうなのかという御質

問に対してお答えいたします。

水素製造の費用についてですが、現在、鹿

追で環境省から実証モデルとして各企業と連

携し、水素技術実証事業を行うと聞いており

ます。

現段階では、設備費用等についての試算額

については把握しておりません。

しかし、資料等によれば、１０億円とも２

０億円ともかかるというお話を聞いておりま

すので、御理解願いたいと。

まず、もう１点、参考までに、水素燃料供

給する水素ステーションの設置、これについ

ては一般のガソリンスタンド、ここが約１億

円程度かかるというふうな形でありますが、

水素ステーションを整備するにはその５倍、

ということは５億円かかるのではないかとい

う資料もございましたので説明させていただ

きます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 再質よろしいです。

４番木村議員。

○４番（木村明雄君） それでは、議長のお

許しをいただきましたので、昨日に引き続き

一般質問、再質問をいたします。

ただいま、課長のほうから昨日の再質問の

答弁がありました。

まず、芽登のプラント建設に当たりまし

て、事業費５億円とありますが、総体的に総

事業費１３億円とも聞いております。

これについて、内訳をお伺いいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 御質問に対して
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お答えいたします。

新年度の予算説明資料の中にも添付させて

いただいておりますけれども、まずバイオマ

ス本体についてなのですけれども、原料・そ

の受け入れ・貯留槽・殺菌槽・固液分離機入

れて７億９,３００万円、それと発電施設・

メタン発酵・ガス貯留槽・発電設備合わせて

３億６,９００万円、それと農業用の機械導

入費ということで１億１,５００万円、総体

で１２億７,７００万円ということで予算計

上させていただいております。

そういうことからも、約１３億円という費

用が総事業費となっております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） わかりました。

それでは、次の質問をいたします。

フリーストールの酪農家３戸とあります

が、そこで、昨日、私は本来ならば芽登地域

に１０戸または１５戸の構成員が参画し、経

営するのが理想ではないかと質問をいたしま

した。

地元のプラント建設、設立の話し合いの中

で、当初は１０戸以上の参加希望者があった

と聞いております。

それがなぜ３戸になったのか、その辺から

お伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

昨日も一部お答えをしましたけれども、当

初は１２戸でいろいろ協議を進めてきて、こ

れ２年かけて協議を進めてきました。きのう

も少しお話をさせていただきましたけれど

も、最終的には、バイオガスプラントの原料

となるふん尿、これがやはり舎飼でいきます

と敷料、これは麦稈を使ったり、あるいは一

部牧草の草として使えないようなやつを使っ

たりとか、それぞれの生産者の中において敷

料、いろいろなものを使っているということ

であります。

バイオマスプラント自体が万能なのかとい

うとそうではなくて、やはり舎飼の敷料を投

入することによって、プラントに支障が出る

という事例もあるというようなことがだんだ

んとわかってきたというようなことでありま

す。

そこで、まずはスタート時点ではフリース

トール農家の３戸を中心にやっていこう、将

来的には、きのうもお話ししましたけれど

も、そこで産出される再生敷料、これはいい

ものができるということですから、これは将

来的にはその敷料を舎飼の酪農家さん、生産

者が使ってくれるということであれば、当然

それは参入していただくというようなことで

の組み立てができたということでございま

す。

そういう経過になっているということでご

ざいますので、御理解いただきたいというふ

うに思います。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） 大体わかりましたけ

れども。

次の質問をいたします。

はっきり言いまして、私はこんな質問はし

たくありませんが、せっかく地元にまたとな

いこれだけの大きな事業のチャンスがめぐっ

てきたわけであります。

そして、私は自分の経験からも牛を飼う皆

さんの苦労が手に取るようにわかるからこ

そ、今この機会に質問をしたいと思います。

これ、理想からいったらやはりフリース

トール農家もスタンチョン農家も地元地域皆

さんが参加できるバイオガスプラントであっ

てほしいなと、そういうふうに願っていると

ころであります。

そこで、もう一度これ、今、町長からお話

があってフリーストールを中心としたプラン

トなのですよということなのだけれども、こ

れ何とか地元皆さんでできないものなのか、

スタンチョンの堆肥は、これわらが入ってい

るということなのだけれども、これ水を入れ

るとかどうとかそういう形の中でできないも

のなのかどうなのか、その辺もお伺いをした
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いと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

私、かねてから家畜のふん尿を処理する上

にあってはバイオガスプラント、これ畜産を

担当しているときから興味を示しておりまし

て、御案内のとおり、足寄については大きく

わけて３方面に分かれているわけであります

から、方面ごとにバイオガスプラントを行き

来できれば、これが理想かなというそんな思

いをしておりました。

ただ、そういう中で具体的な検討をしてい

く上で、これはやっぱり技術的な問題がある

わけであります。

この間、家畜排せつ物処理法という法律が

できて、これは単なる野積みではだめだよ

と、そして堆肥舎の建設ということもこれ

リース事業が創生されてやってきているわけ

であります。この間、足寄町でも攪拌式のふ

ん尿処理施設、堆肥化施設、これも何カ所か

できております。

これは、当然自力でやるというのが、これ

理想ですけれども、なかなかそういう状況に

ないということで、これは国や道の支援措置

も含めながらいろいろな事業を入れながら、

例えば、中山間事業を導入してこの間取り組

んできたというようなことであります。

ですから、ここから結論でありますけれど

も、技術的な問題でそれはちょっと現状では

難しいということですから、何でもいいから

やってしまえと、そこで支障が出てしまった

ら、これは元も子もなくなってしまうわけで

ありますから、ですからスタート時点では技

術が確立されている、まずはフリーストール

農家のふん尿でまずはスタートをすると、そ

して将来展望、これはそんなに、稼働さえす

ればいい再生敷料ができて、それを使ってい

ただければそういったところにも当然参加を

いただけるという条件整備ができるわけであ

りますから、一足飛びではなくて一つ一つ階

段を上っていくという形が合っているのだろ

うなというふうに私は思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） はい、わかりまし

た。

それでは、次の質問をいたします。

家畜排せつ物、これは平成１１年７月２８

日に農林水産省から政令、省令に基づき発令

をされました。

また、最終改正が平成２０年９月１９日に

施行されました。

今から１０年前または１５年前までは、酪

農家の営農規模拡大が進み、それに伴い家畜

排せつ物、いわゆるふん尿処理が追いつか

ず、自分の畑のふち、または空き地等に大量

に積み置きをしておりました。

景観が悪く、悪臭も強く、降雨量が多いと

きには大量に近くの川に流出、国道にも流

出、それからまた他人の土地にも流出、これ

ら大変な事態が起きておりました。

酪農家は、家畜排せつ物を余してしまい、

役場、農業委員会、農協等これらの関係機関

からは頻繁に注意を受けておりました。一般

の人たちから見れば大変迷惑な時代でもあり

ました。全国各地がそのような状況の中、政

府はそれを重く受けとめ、牛または馬１０頭

以上飼っている畜産農家に対し、家畜排せつ

物を放棄した者については罰則を加えるとの

ふれがあり、政府は７０パーセント以上の補

助金を出し、各農家に強制的に堆肥舎を建設

させたわけであります。

そのころ推奨されたバイオガスプラント

は、螺湾の新妻牧場、そして鷲府の三津橋牧

場が率先し取り組み今日に至っているわけで

ありますが、現在どのような形の中で推移を

しているのかお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 既存のバイオガ

スプラントの稼働の現状ということだと思う

のですけれども、まず螺湾の新妻牧場につい

てなのですけれども、プラントとしては稼働

をしております。
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しかし、メタン発酵からのガス量が少なく

て売電というか発電まではちょっと至ってい

ないと。

ただし、少量でもガスは発生しております

ので、それをボイラーの熱量に還元してパー

ラー室に伴う水の温水として利用させていた

だいております。

もう一方の三津橋牧場のプラントなのです

けれども、実はここがときより故障して利用

者のほうから苦慮しているという話も聞いて

おります。ここも２２年に一部固液分離機を

導入しております。その後、導入に伴ってお

が粉を敷料として自己所有地だとか一部近隣

の畑作農家のほうに還元しているということ

であります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） はい、わかりまし

た。

それでは、次の質問をいたします。

足寄町の人口は、今、約７,５００人。親

牛だけでも約１万頭、育成牛・子牛合わせて

約１万頭、合計総数で約２万頭にもなってお

ります。牛の頭数は、我が町の人口の３倍に

もなるわけであります。

ここで問題なのは、どこへでも積み上げて

おくことのできない家畜排せつ物の処理であ

ります。これからは、このバイオガス製造に

焦点を当て進む方法でしか残された道はない

ものと私は考えます。

我が町、足寄町は広大な土地、２万頭もの

牛がこの足寄町の経済を牽引しているわけで

あります。

それに伴い、このふん尿処理問題をクリア

するためには膨大な予算が伴うわけでありま

す。今回、芽登地区にバイオガスプラントを

建設するが第一歩のスタートだと考えており

ます。

町内ガスプラント建設において、方面的に

どの地域にどれだけの建設をすればふん尿処

理が理想的にスムーズな形で進んでいくの

か、これについて将来に向けて町としてシ

ミュレーションしているのか、もしくは計画

をしているのか、この辺を伺いたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

まず、基本的に、議員も仰せのとおり、家

畜排せつ物処理法という法律が制定をされ

て、それ以前は現状は本当に先ほど議員仰せ

のとおりの状況。かつては、１戸生産者が使

用する頭数もそんなに多くなくて、いわば自

然のままでずっとよかったのだというふうに

思います。それがだんだん規模も拡大がされ

てきて、さまざまな問題等も出てきて、それ

で国も家畜排せつ物処理法という法律をつ

くった。

そこで一番大事なのは、これが明確にされ

たのが、これふん尿の処理については生産者

の自己責任、すなわち、これは産業廃棄物で

すよという規定がされたということでありま

す。

しかし、そうはいっても、では本当にそれ

ぞれの生産者、個々の皆さん方が自力でそう

いう責任持って処理できるような状況がある

のかと、これはもう全国各地であります。

そこで、国も適正に処理できるようないろ

いろな制度、補助制度も含めてつくって、ま

た一方では技術的な開発もどんどん進んで

いったというふうに認識しております。

一つには、やっぱりしっかり我々捉えてお

かなければいけないのは、もっといえば生産

者の皆様方に自覚をしていただかなければな

らないのは、これ生産活動をしていく上では

これ避けて通れない問題なのですよと、自己

責任なのですよということです。

そこで、だからといって、では行政やＪＡ

さんが知らないということになるのかという

と、そうではないということです。その中に

あって、もう一つ、これちょっと注意してい

かなければいけないというふうに思うのです

が、このふん尿を処理する上で技術的にはバ

イオガスプラントだけかというと、そうでは
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ないということなのです。いろいろなやり方

があるということです。攪拌式でちゃんとす

ばらしい堆肥をつくっている生産者もいらっ

しゃいますし。問題は、先ほどの二つのバイ

オガスプラント先行事例の足寄町の話もあり

ました。やっぱり施設は整備したけれども、

生産者がその施設をちゃんときちんと責任を

持って稼働できているかどうかということな

のです。

ですから、同じものをつくってもちゃんと

回っているところ、あるいはもうトラブル続

きのところ、やっぱりあるのです、現実とし

ては。この中山間の事業を使ってこの２戸の

農家は導入しましたけれど、これはもう道内

的にも足寄は早いほうだったのです。先駆的

な取り組みだったのです。ただ、その実際に

担ったプラントメーカーは途中で撤退したと

いう経過もあるのです。最近聞きますと、ま

たそこが復活したという話も聞いていますけ

れども。

ですから、これは本当にプラントをつくる

というのは特殊技術も必要ですから、これは

なかなか生産プラントメーカー、きのうも

ちょっとありましたけれども、しっかりした

ところとつながっていかないと、もう本当に

いろいろ参入したプラントメーカーたくさん

あるのですけれども、撤退するところもたく

さんありますから。足寄でも、それこそ鹿追

ではありませんけれども、実証プラントとい

うことで私の記憶では２個ぐらいあったので

すけれども、これはもう今そのメーカーは撤

退していませんから。ですから、いずれにし

ても技術も含めて慎重にやっていかなければ

いけないということだというふうに思ってい

ます。

そして、今、最後に議員から足寄町の将来

的にどういう形で処理し切れるのかという、

この計画はあるのかということでありますけ

れども、それは現在のところ持っておりませ

ん。ですから、いろいろぽつんぽつんと規模

拡大に伴ってふん尿処理に難儀をきたしてい

るという、そういうお話も聞いていますけれ

ども、ただ、大部分は畜還リースを利用して

建てた堆肥舎の中でそれぞれ、これも個人差

はあるというふうに思いますけれども、堆肥

の切りかえをしながら、そして適切な時期に

農地に還元をして、そんな大きな問題が発生

しているという状況ではないなと。たまには

出てきますよ。たまには。ちょっと川に流出

したのではないかとか、そういうのはありま

す。

ここの先ほど自己責任と申しましたけれど

も、これは定期的に十勝の振興局を含めて私

どもの経済課あるいはＪＡさん等も含めて定

期的に適切にふん尿処理がされているのかと

いう、こういう巡回もしております。

そこでちょっと問題あるねというところ

は、その生産者に対しまして適切にふん尿処

理しなければだめだよと、こういう指導もし

ているということでございますので、御理解

いただきたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） はい、わかりまし

た。

それでは、次の質問をいたします。

私の今回の質問事項は、新エネルギー推進

についてであります。

ほかのエネルギーについてもお伺いをいた

します。

我が町は、早くからバイオエネルギーに取

り組んでまいりました。バイオガス、木質バ

イオエネルギー、太陽光発電。バイオガスは

わかりますが、木質ペレット、それと太陽光

発電について、これについてまだまだ成長株

なのか、もしくはもうそろそろ頭打ちなの

か、この辺についての推移と、それから見通

しをお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） 木質ペレットに

つきましては、今、芽登工場に設立されても

う十数年経っております。

既存のその施設のトン数的には、ほぼ順調

な推移をしております。
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この主な原料というか、施設、ペレット原

料を主に使っているというのが当然、役場庁

舎、子どもセンター、公共施設等使用してお

ります。

あと、一般家庭を含めて利用しております

ので、木質ペレットの推移については、現状

としては順調な推移を占めているということ

であります。

次に、太陽光でありますけれども、太陽光

につきましても徐々にふえております。昨年

は、住宅用なのですけれども、住宅用という

ことで７基、済みません、具体的な数字はあ

れですけれども、２８年の予算の中でも追加

補正させていただきながら推進のほうをして

おります。

太陽光もこのエネルギー産業というか売電

の価格も、バイオマスのプラントについては

据え置きされたのですけれども、太陽光につ

いては買い取り価格が少し徐々に下がって

いっております。

ですけれども、設備費用も多少かかるので

すけれども、うちのほうも１件当たり２０万

円という上限枠なのですけれども、補助事業

を適用させていただきながら今後も推進して

まいりたいと考えております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） はい、わかりまし

た。

それでは、次の質問をいたします。

我が町の地熱エネルギー調査についてお伺

いをいたします。

これは、昨年の秋口まで芽登方面において

地熱エネルギー調査を実施していたように聞

いておりますが、これはどのようなことなの

かお伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君） この地熱エネル

ギーについてなのですけれども、２８年度、

環境省から地熱エネルギーの利用、保存量調

査という形でもって２年間実施をすることに

なっております。

２８年度の部分で、これ中間報告になるの

ですけれども、一応調査させていただいた結

果なのですけれども、芽登温泉ありますよ

ね。

芽登温泉から約、上士幌町側に環境省が地

熱エネルギーというか、そういった発電でき

そうな可能な地下に資源が残っているという

ような調査マップがありまして、それをもと

に調査させていただいたのですけれども、さ

まざま調査の内容から検証した結果による

と、ちょっとそこには大規模な発電するだけ

の容量がないと。

これをよく細かく調査していくと、若干昔

の調査の測量というか測定方法だとかを含め

て、若干機能的にも劣っているのかなという

ことから、ちょっと場所がずれているという

可能性も出てきました。

そのほか、生態系の調査、これも始まった

のはちょっと秋口からなので現地のほうの調

査はまだなのですけれども、一応、学術先生

というか学術調査だとか検分等を見て資料等

を収集しております。

あとは、社会的調査ということで、芽登周

辺近郊、それと周辺の地熱利用に伴うエネル

ギー利用ですか、それに伴う社会的現象とい

うことも、現状の中ではまだ中間調査という

ことで正式には２８年度総括の中で出てくる

ということになっております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ちょっと質問者に申

し上げます。

質問事項については、確かに新エネル

ギー、大枠になっておりますけれども、質問

内容については、これはもうバイオガス絡み

のこれに限られておりますので、そこのとこ

ろに留意しながら質問をしてください。

４番木村議員。

○４番（木村明雄君） はい、わかりまし

た。

これは一つだけちょっとずれていたわけな

のですけれども。

次の質問をいたします。
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最後に、町長にお尋ねをいたします。

足寄町の基幹産業は農業でありますが、町

長の新エネルギーについての思い、または家

畜にえさを食わせるにもＴＭＲ事業、これは

進めております。

それからまた、腹から出るにも、バイオガ

ス事業をも今進めております。これらの事業

について、膨大な資金がかかるわけでありま

すが、今後また将来に向けて総体的な思いと

いいますか、町長の御意見をいただきたいと

思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君） お答えをいたしま

す。

新エネルギー、とりわけバイオマスエネル

ギーの関係でありますけれども、これは国

も、もっといえば北海道も、これは推進をし

ていくのだということで大きく旗を振ってい

るわけであります。

私の思いとしても、これは地域にある資源

を有効活用していくというのは、これはもう

理にかなっているというふうに思っておりま

す。

ただ、私は国に対してもちょっと疑問を呈

しているのは、要は、商業ベースでいくの

か、あるいは地域で循環させるためにいくの

か、これは大きな違いがあるのだというふう

に思っています。

とりわけ、この間の経過からいきますと、

フィット制度、この電気の買い取り制度がで

きまして、それでこの新エネルギーが全国的

にどういう方向で進んできたかというと、ま

ずは太陽光発電、これが一気に進みました。

メガソーラー。

ところがこれ、どういう方がやっているの

ですかといったら、やっぱり大手資本です

よ、資本力のあるところ。

買い取り制度ができましたけれども、これ

買い取りは各全国各地にある電力会社に買い

取りすれと強制的ですよね、ある意味。だけ

れども、実際はそこの負担というのは実は

ユーザー、消費者にかかっているということ

です。

もう一方、その電力会社の立場でいきます

と、これ私は国の協議会の中でもちょっとお

話、意見は言わせてもらったのですけれど

も、電力会社も責任を持って買い取れと言わ

れたって、これは需要と供給のバランスがあ

るわけですから、実際にこういうことも、う

ちのバイオガスプラントも北電さんと打ち合

わせをする中で、とりわけ夜間帯、夜につい

ては電気の消費が少ないと。

ですから、これは別海町さんもそこに壁に

ぶつかったという話を聞きましたけれども、

要は、自動的に電気が使われない時間帯はど

んとシャットアウトして受け入れしません

と、それでもいいならやってくださいと、こ

んなこともありました。

そこら辺はもう具体的に実際にやるときに

北電さんとの協議という話になるのですけれ

ども、いろいろな矛盾やっぱり出てきている

のです。

私はやっぱりこの新エネルギー、やっぱり

これまずは地域の例えば電気をどれだけ賄え

るのですかと、これが僕は基本に置くべきだ

ろうなというふうに思っています。

ですから、そういうところには国も支援し

ますよということでいかないと、商業ベース

でいってしまいますと、いろいろな問題が出

てくるというふうに思っているのです。

ですから、最近は道内でも木質バイオマス

発電所が大きなのがもう既に火つきました。

江別、これ王子関係です。それから、北見

紋別、これは三井系列です。それから、苫小

牧。 それから、先日も新聞に出ていました

けれども、白糠でもやると。

私が、これちょっと数年前の話なのですけ

れど、紋別と江別、ここのでは年間どれぐら

い木を使うのですかというと、それぞれが２

５万立方、そうしたら年間５０万立方です。

商業ベースでいきますと、利潤を上げるわ

けですから、そうするとこれ一体山どういう

状況になるのですかという、こういう問題も

出てくるのではないのかなと、こんな思いを
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しています。

そうして、もう一つは、これから太陽光は

恐らく商業ベースに乗り切れないと思いま

す。フィットの価格ががんと下げられていま

すから。当初、スタート時点はたしか４３円

ぐらいで買い取ってもらっていたと思いま

す。これもうかってもうかって仕方ないので

すよ、これ。

いざ地域でやりたいと思ったら、もう北電

さんもう腹いっぱいだから勘弁してという、

こういう現象がいっぱい出てきたということ

ですよね。そういうことの繰り返しはだめだ

というふうに私は思っています。我が町には

やっぱり森林もたくさんありますから、その

資源もありますし、それから太陽光だって僕

は有望だというふうに思っていますし、それ

からバイオガスプラントだって有望だという

ふうに思っているのです。

本当は、北電さんに買ってもらうとかそん

なことでなくて、仕組みですから当然そこは

通らなければいけないかもしれませんけれど

も、足寄町の全体の電力を足寄にある保存し

ているバイオマスのこれを利活用することに

よって全部賄えるのか、あるいは５０％賄え

るのかはちょっとわかりませんけれども、そ

ういうことを国は旗を振ってやれと、そして

そこには国も支援するよと、こういう仕組み

ができないのかなと私は思っております。

機会があることに、そんなある意味夢かも

しれませんけれども、そんなことを語りなが

ら取り組みをさせていただいているというよ

うなことであります。

これからも本当に新エネルギー、とりわけ

バイオマスの関係については、私は非常に、

言い方変かもしれませんけれども、おもしろ

いことだと。まさしく今、国が進めている地

方創生の部分でいっても、これはお金はかか

るかもしれませんけれども、取り組みの仕方

によってはおもしろいことになるなと。

はっきり申し上げます。これを、では理想

を高く掲げて、では町単独でできるかという

と１００％できないと思っています。これ

は、大きな支援がなかったら、それは何ぼ夢

を描いても実現に向かってはちょっと非常に

厳しいものがあるだろうなと、こんなふうに

思っているということでございます。

これから先も関係機関のほうから情報収集

や、あるいは実現に向けて、とりわけバイオ

マスですから森林関係あるいはＪＡさん等々

を含めて連携をしながら、光が見えるものに

ついては町もしっかり支援ということも決し

て排除することなく積極的に取り組んでいき

たいなと、こんなふうに思っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番木村議員。

○４番（木村明雄君） これで、私の一般質

問を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これで、４番木村明

雄君の一般質問を終わります。

これで、一般質問を終了をいたします。

◎ 資料の訂正・追加について

○議長（吉田敏男君） この際、報告いたし

ます。

町長から提出の議案中、一部に誤りがあ

り、不足ページを追加したい旨、文書をもっ

て議長あてに申し出がありましたので、本件

につきましては、さよう追加することを御了

承をいただきたいと思います。

◎ 議案第２３号から議案第３２号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 議案第２

３号平成２８年度足寄町一般会計補正予算

（第１２号）の件から日程第１１ 議案第３

２号平成２８年度足寄町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第３号）までの１０件を一

括議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） ただいま、議題と

なりました、議案第２３号平成２８年度足寄

町一般会計補正予算（第１２号）から、議案

第３２号平成２８年度足寄町国民健康保険病
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院事業会計補正予算（第３号）まで一括提案

理由の御説明を申し上げます。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま

す。

議案第２３号平成２８年度足寄町一般会計

補正予算（第１２号）について、御説明申し

上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

億１,８４０万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０３億２

５５万２,０００円とするものでございま

す。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

す。

３６ページをお願いいたします。

３６ページ、第２款総務費、第１項総務管

理費、第１４目企画振興費、第８節報償費に

おきまして、ふるさと納税謝礼を３,１７２

万円減額をいたしました。

３８ページをお願いします。

３８ページ、第２５節積立金におきまし

て、ふるさと足寄応援基金積立金を９,１５

３万６,０００円減額をいたしました。

５０ページをお願いいたします。

５０ページ、第３款民生費、第１項社会福

祉費、第１目社会福祉総務費、第１９節負担

金、補助及び交付金におきまして、年金生活

者等支援臨時福祉給付金を４３５万円減額を

いたしました。第２０節扶助費におきまし

て、障害者自立支援医療費を５０２万円減額

をいたしました。

５２ページをお願いいたします。

５２ページ、第４目国民健康保険助成費に

おきまして、国民健康保険事業特別会計繰出

金を３,０３０万１,０００円減額をいたしま

した。

５６ページをお願いします。

５６ページ、第３項児童福祉費、第１目児

童福祉総務費、第２０節扶助費におきまし

て、児童手当を６７５万５,０００円減額を

いたしました。

６８ページをお願いします。

６８ページ、第６款農林水産業費、第１項

農業費、第３目農業振興費、第１９節負担

金、補助及び交付金におきまして、産地パ

ワーアップ事業補助金といたしまして、７億

５,１８６万２,０００円を計上をいたしまし

た。

この補助金は、行政報告等でさせていただ

いております、郊南地区に建設されるジャガ

イモの貯蔵施設、これは国の補助金を計上し

たということでございます。

次に、第２１節貸付金におきまして、農業

後継者就農育成資金貸付金を６００万円減額

をいたしました。

８０ページをお願いいたします。

８０ページ、第８款土木費、第２項道路橋

梁費、第５目道路新設改良費、第１５節工事

請負費におきまして、橋梁長寿命化修繕工事

を１,１８３万６,０００円減額をいたしまし

た。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、豊栄橋架替事業北海道負担金を１,１

００万円減額をいたしました。

８２ページをお願いいたします。

８２ページ、第４項都市計画費、第３目下

水道費、第２８節繰出金におきまして、公共

下水道事業特別会計繰出金を過疎債分と合わ

せて３,２４９万２,０００円減額をいたしま

した。第５目公園事業費、第１５節工事請負

費におきまして、里見が丘公園整備工事を

１,０５２万８,０００円減額いたしました。

８４ページをお願いいたします。

８４ページ、第５項住宅費、第２目住宅建

設費におきまして、公営住宅建替事業といた

しまして、はるにれ団地新築工事請負費ほか

合わせて１億９,０８１万１,０００円を計上

をいたしました。これは、２９年度に計画し

ておりました公営住宅、これは国の補正予算

が可決されたことによりまして、前倒しをし

て新築をするということでございます。

次に、１００ページをお願いいたします。

１００ページ、第１１款災害復旧費、第１

項公共土木施設災害復旧費、第２目道路橋梁
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災害復旧費におきまして、道路災害復旧事

業、単独分を合わせて３,０９６万１,０００

円減額をいたしました。

第２項農林水産業施設災害復旧費、第１目

農地災害復旧費におきまして、農地災害復旧

事業補助分を４,１４２万４,０００円、単独

分を１億６,２６２万７,０００円減額をいた

しました。

１０２ページをお願いいたします。

１０２ページ、第２目農業用施設災害復旧

費におきまして、農業用施設災害復旧事業補

助分を４５８万７,０００円、単独分を１,１

６９万６,０００円減額をいたしました。

第１２款公債費、第１項公債費、第２目利

子におきまして、長期債利子を２,３５８万

２,０００円減額をいたしました。

以上で、歳出を終わり、次に歳入について

御説明申し上げます。

１２ページにお戻りください。

１２ページ、第１２款分担金及び負担金、

第１項分担金におきまして、農業災害復旧事

業受益者分担金を２,０５４万３,０００円減

額をいたしました。

１４ページから２０ページの第１４款国庫

支出金並びに第１５款道支出金におきまし

て、それぞれ事業費見合いの負担金、補助金

などを計上、さらには減額をいたしておりま

す。

次に、２２ページをお願いいたします。

２２ページ、第１７款寄附金、第１項寄附

金におきまして、ふるさと納税寄附金を９,

１５３万７,０００円減額をいたしました。

第１８款繰入金におきまして、財政調整基

金繰入金を１億１,２７７万８,０００円、農

業振興基金繰入金を８４０万円、ふるさと足

寄応援基金繰入金を４,９５０万８,０００円

それぞれ減額をいたしまして、土地開発基金

繰入金といたしまして３,７７５万円を計上

をいたしました。

次に、２４ページをお願いいたします。

２４ページ、第２０款諸収入、第５項雑

入、第６目雑入におきまして、町有建物災害

共済金といたしまして４３５万７,０００円

を計上いたしました。

２７ページ、同じく雑入におきまして、備

考資金組合還付金を２億４,４０４万５,００

０円減額をいたしました。第２１款町債、第

１項町債、第２目過疎対策事業債におきまし

て、それぞれの事業で計上、減額し、合わせ

て４,１６０万円減額をいたしました。第４

目災害復旧債におきまして、道路橋梁災害復

旧事業債単独分を９８０万円減額をいたしま

した。

以上が、歳入の主な事項でございます。

５ページへお戻りください。

５ページ、第２表繰越明許費補正、追加３

件、変更２件をお願いいたしております。

第３表地方債補正、変更２件をお願いいた

しました。

以上で、平成２８年度足寄町一般会計補正

予算（第１２号）について、説明を終わりま

す。

次に、特別会計について御説明を申し上げ

ます。

１０５ページをお願いいたします。

１０５ページ、議案第２４号平成２８年度

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）について、御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ７,０１５万１,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億８,

５４４万８,０００円とするものでございま

す。

歳出の主なものから御説明いたします。

１２０ページをお願いいたします。

１２０ページ、第２款保険給付費、第１項

療養諸費、第１目一般被保険者療養給付費に

おきまして、療養給付費負担金を３,５４５

万９,０００円減額いたしました。

１２２ページをお願いいたします。

１２２ページ、第２項高額療養費、第１目

一般被保険者高額療養費におきまして、高額

療養給付費負担金を１,０７３万６,０００円

減額をいたしました。
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１２４ページをお願いいたします。

１２４ページ、第７款共同事業拠出金、第

１項共同事業拠出金、第２目保険財政共同安

定化事業拠出金におきまして、保険財政共同

安定化事業拠出金を１,７０９万９,０００円

減額いたしました。

歳入について申し上げます。

１１２ページへお戻りください。

１１２ページ、第２款国庫支出金、第１項

国庫負担金におきまして、療養給付費道国庫

負担金といたしまして、７９２万１,０００

円を計上をいたしました。

１１４ページ、第２項国庫補助金におきま

して、普通調整交付金を２,９６０万円減額

いたしました。第５款道支出金、第２項道補

助金におきまして、財政調整交付金といたし

まして７０１万５,０００円を計上いたしま

した。第６款共同事業交付金におきまして、

保険財政共同安定化事業交付金を３,１６９

万５,０００円減額をいたしました。第７款

繰入金におきまして、一般会計繰入金を２,

８６２万１,０００円減額をいたしました。

次に、１２９ページをお願いいたします。

１２９ページ、議案第２５号平成２８年度

足寄町簡易水道特別会計補正予算（第４号）

について、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ３３６万９,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９,１５４万

９,０００円とするものでございます。

歳入歳出予算につきましては、事業の執行

による減額等が主なものでございますので、

詳細の説明については省略をさせていただき

ます。

次に、１３９ページをお願いいたします。

１３９ページ、議案第２６号平成２８年度

足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号）について、御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ２,４０８万４,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,０

０５万８,０００円とするものでございま

す。

歳出の主なものから申し上げます。

１５０ページをお願いいたします。

１５０ページ、第２款事業費、第１項事業

費、第１目事業費、第１５節工事請負費にお

きまして、下水道管渠新設工事を９８７万

２,０００円減額をいたしました。第１９節

負担金、補助及び交付金におきまして、排水

管移設負担金を５３７万５,０００円減額を

いたしました。

歳入について申し上げます。

１４６ページへお戻りください。

１４６ページ、第１款分担金及び負担金に

おきまして、公共下水道受益者負担金といた

しまして６６１万２,０００円を計上いたし

ました。第４款繰入金におきまして、一般会

計繰入金を３,２４９万２,０００円減額をい

たしました。

１４１ページへお戻りください。

１４１ページ、第２表において地方債補

正、変更１件をお願いいたしております。

次に、１５３ページをお願いいたします。

１５３ページ、議案第２７号平成２８年度

足寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について、御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ２,９０６万７,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億９,０

００万６,０００円とするものでございま

す。

歳出の主なものから申し上げます。

１６４ページをお願いします。

１６４ページ、第２款保険給付費、第１項

介護サービス等諸費、第１目介護サービス給

付費におきまして、施設介護サービス給付費

を２,１４６万１,０００円減額いたしまし

た。

歳入について申し上げます。

１５８ページへお戻りください。

１５８ページ、第１款介護保険料におきま

して、第１号被保険者介護保険料といたしま

して、２４３万７,０００円を計上をいたし
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ました。第３款国庫支出金、第２項国庫補助

金におきまして、調整交付金を４９７万円減

額をいたしました。第４款支払基金交付金に

おきまして、介護給付費交付金を１,３３２

万５,０００円減額をいたしました。

次に、１７５ページをお願いいたします。

１７５ページ、議案第２８号平成２８年度

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

理事業特別会計補正予算（第３号）につい

て、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ３５４万１,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６９５万

２,０００円とするものでございます。

歳入歳出予算につきましては、事業の執行

による減額等が主なものでございますので、

詳細な説明については省略をさせていただき

ます。

次に、１８３ページをお願いいたします。

１８３ページ、議案第２９号平成２８年度

足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第５号）について、御説明を申し上げま

す。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ３０２万１,０００円を減額をし、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８,４

００万３,０００円とするものでございま

す。

歳入歳出予算につきましては、事業執行に

よる減額等が主なものでございますので、詳

細の説明については省略をさせていただきま

す。

次に、１９７ページをお願いいたします。

１９７ページ、議案第３０号平成２８年度

足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について、御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ９８万８,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億９４１万

３,０００円とするものでございます。

歳入歳出予算の内容につきましては、特に

説明すべき事項がございませんので、省略を

させていただきます。

次に、企業会計について御説明を申し上げ

ます。

２０７ページをお願いいたします。

２０７ページ、議案第３１号平成２８年度

足寄町上水道事業会計補正予算（第５号）に

ついて、御説明を申し上げます。

収益的収入及び支出の総額から３５１万

５,０００円を減額し、収益的収入及び支出

の総額をそれぞれ１億４,８６０万１,０００

円とするものでございます。

次に、資本的収入及び支出の総額から、資

本的収入額１,４５９万３,０００円、資本的

支出額２,２５７万１,０００円をそれぞれ減

額し、資本的収入の総額を５,２６８万２,０

００円に、資本的支出の総額を９,７８７万

２,０００円とするものでございます。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額４,５１９万円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額を２７７万

に、当年度分損益勘定留保資金を３,８５９

万５,０００円に、建設改良積立金を３８２

万５,０００円に改め補填するものでありま

す。

補正予算の主な内容について申し上げま

す。

２１４ページから２１７ページの収益的収

入及び支出につきましては、事業の執行残に

よる減額などが主なものでございますので、

説明を省略をさせていただきます。

次に、議案の訂正により追加をお願いいた

しました、２１７ページの２及び２１７ペー

ジの３の資本的収入及び支出でございます

が、支出では工事請負費等の減額と、収入で

は工事負担金の減額でございます。

次に、２０７ページにお戻りください。

２０７ページ、第４条におきまして、予算

第７条に定めた議会の議決を経なければ流用

することのできない経費について、職員給与

費を３６万９,０００円減額し、３,０９１万

２,０００円とするものでございます。

２０８ページ、第５条におきまして、予算
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第８条に定めたたな卸資産の購入限度額を４

０９万５,０００円に改めるものでございま

す。

次に、２２３ページをお願いします。

２２３ページ、議案第３２号平成２８年度

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３号）について御説明を申し上げます。

収益的収入及び支出の総額から５２２万

８,０００円を減額し、収益的収入及び支出

の総額をそれぞれ１２億７,１２９万９,００

０円とするものでございます。

次に、資本的収入及び支出の総額から、資

本的収入額３３０万２,０００円、資本的支

出額１１４万５,０００円をそれぞれ減額を

し、資本的収入の総額を７,８２４万９,００

０円に、資本的支出の総額を１億７１７万

３,０００円とするものでございます。

資本的支出額が資本的収入額に対して不足

する額２,８９２万４,０００円は、過年度分

損益勘定留保資金で補填するものでございま

す。

補正予算の主な内容について申し上げま

す。

２２８ページをお願いします。

２２８ページ、収益的収入及び支出でござ

いますが、支出では薬品費や委託料などにか

かわる執行残の減額とたな卸資産減耗費の計

上、収入では入院収益と外来収益などの減額

と国保直診施設特別調整交付金の計上でござ

います。

資本的収入及び支出につきましては、支出

では工事請負費にかかわる執行残の減額、収

入では企業債と国保直診施設整備費調整交付

金の減額と建設改良費に対する一般会計出資

金の計上でございます。

次に、２２４ページにお戻りください。

２２４ページ、第４条におきまして企業債

補正、変更１件をお願いしております。

第５条におきまして、予算第１０条に定め

たたな卸資産の購入限度額を１億２,６１８

万４,０００円に改めるものであります。

以上で、議案第２３号平成２８年度足寄町

一般会計補正予算（第１２号）から、議案第

３２号平成２８年度足寄町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第３号）までの説明とさ

せていただきます。

次に、平成２８年度予算の専決処分につい

てのお願いでございます。

平成２８年度の財政収支につきましては、

おおむね見通しを得てきておりますが、収入

の一部について未確定の項目がございます。

今後確定する項目は、地方譲与税、利子割

交付金、特別交付税など多項目にわたってお

ります。

これらの収入は、いずれも３月下旬にかけ

て確定されることとなっており、今回議決を

お願いしております予算の決定後において増

減が予想されます。

このようなことから、これら収入の状況に

より予算の専決処分の措置を講じさせていた

だきたいと考えておりますので、あらかじめ

御了解のほどをよろしくお願いを申し上げま

す。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ます。

御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ

ます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

ここで、暫時休憩をいたします。

１１時２５分から再度始めます。

午前１１時０８分 休憩

午前１１時２４分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

これから、議案第２３号平成２８年度足寄

町一般会計補正予算（第１２号）の件の質疑

を行います。

２８ページをお開きください。

歳出から始めます。

款で進めます。

第１款議会費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、２８ページか
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ら４８ページ、第２款総務費、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、４８ページか

ら６０ページ、第３款民生費、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

６０ページから６６ページ、第４款衛生

費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 第５款労働費、質疑

はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ６６ページから７４

ページに参ります。

第６款農林水産業費、質疑はございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、７４ページか

ら７６ページ、第７款商工費、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、７６ページか

ら８４ページ、第８款土木費、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、８４ページか

ら８６ページまで、第９款消防費、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

８６ページから１００ページ、第１０款教

育費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

１００ページから１０２ページ、第１１款

災害復旧費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 第１２款公債費、質

疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

第１３款職員費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳出総括ございませ

んか。

７番田利議員。

○７番（田利正文君） 済みません、５１

ページちょっと見落としましたので。

１９節年金生活者等支援臨時福祉給付金、

マイナスですね。

それから、その下の障害者自立支援医療費

の減額、これちょっと補足説明をお願いでき

ますか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君） お答えいたしま

す。

まず、年金生活者等支援臨時交付金につき

ましては、国の一億層活躍社会の実現に向け

て賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の少

ない年金受給者等への支援ということで、２

８年度は１回３万円の給付をされています。

その中で、ある程度、対象者をこれまでの

申請者を見込んで、かつある程度余裕をつけ

た中で国庫補助金等を申請をして予算を確保

したと。

その中で、特に扶養に入っている方は、そ

の本人が世帯非課税であっても、遠くで、例

えば帯広ですとか遠くのところで子供の方の

扶養に入っていれば受給権がないというよう

な形で、もともと対象人数を算定していたの

ですけれども、実際の申請がそれよりも少な

かったというところでの減額でございます。

２点目の障害者自立支援医療費につきまし

ては、ほぼ透析の患者の方々の医療費の支援

でございまして、例年どおりの予算を確保し

ている中で、主に生活保護受給者の方の自立

支援の医療費が大部分を占めていまして、そ

の方々が入院日数が少なくなると給付費、医

療費の支給が少なくなるということで、たま

たま本年度は生活保護者の方の支援のための

医療費が少なかったというところでございま
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す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、歳出総括ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） １０ページにお戻り

ください。

歳入に入ります。

款で進めます。

第１款町税、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 第９款地方特例交付

金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、１２ページ、

第１２款分担金及び負担金、質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、１２ページか

ら１４ページ、第１３款使用料及び手数料、

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

１４ページから１８ページ、第１４款国庫

支出金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、１８ページか

ら２０ページ、第１５款道支出金、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、２０ページか

ら２２ページ、第１６款財産収入、質疑はご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、２２ページ、

第１７款寄附金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第１８款繰入

金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、２２ページか

ら２６ページ、第２０款諸収入、質疑はござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第２１款町

債、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

５ページにお戻りください。

第２表繰越明許費補正、追加３件、変更２

件、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 第３表地方債補正、

変更２件、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第２３号平成２８年度足寄

町一般会計補正予算（第１２号）の件を採決

をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２３号平成２８年度足

寄町一般会計補正予算（第１２号）の件は、

原案のとおり可決されました。

１０５ページをお開きください。

これから、議案第２４号平成２８年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）の件の質疑を行います。
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１１２ページから１２７ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第２４号平成２８年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）の件を採決します。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２４号平成２８年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。

１２９ページをお開きください。

これから、議案第２５号平成２８年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第４号）の件

の質疑を行います。

１３４ページから１３７ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第２５号平成２８年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第４号）の件

を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２５号平成２８年度足

寄町簡易水道特別会計補正予算（第４号）の

件は、原案のとおり可決されました。

１３９ページをお開きください。

これから、議案第２６号平成２８年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の件の質疑を行います。

１４６ページから１５１ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） １４１ページにお戻

りください。

第２表地方債補正、変更１件、質疑はござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第２６号平成２８年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の件を採決をします。
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この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２６号平成２８年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の件は、原案のとおり可決されました。

１５３ページをお開きください。

これから、議案第２７号平成２８年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の件

の質疑を行います。

１５８ページから１７３ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第２７号平成２８年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の件

を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２７号平成２８年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）の

件は、原案のとおり可決されました。

１７５ページをお開きください。

これから、議案第２８号平成２８年度足寄

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第３号）の件の質疑を

行います。

１８０ページから１８１ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第２８号平成２８年度足寄

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第３号）の件を採決を

します。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２８号平成２８年度足

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第３号）の件は、原

案のとおり可決されました。

１８３ページをお開きください。

これから、議案第２９号平成２８年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第５

号）の件の質疑を行います。

１８８ページから１９５ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。
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これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第２９号平成２８年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第５

号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第２９号平成２８年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

５号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。

１９７ページをお開きください。

これから、議案第３０号平成２８年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の件の質疑を行います。

２０２ページから２０５ページ、歳入歳出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第３０号平成２８年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第３０号平成２８年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決されました。

２０７ページをお開きください。

これから、議案第３１号平成２８年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第５号）の件の

質疑を行います。

２１４ページから２１７ページ、収益的収

入及び支出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ２１７ページの２、

資本的収入及び支出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ２０７ページにお戻

りください。

第４条、予算第７条に定めた経費の補正、

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ２０８ページ、第５

条 予算第８条に定めたたな卸資産の購入限

度額、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第３１号平成２８年度足寄

町上水道事業会計補正予算（第５号）の件を

採決をします。

この表決は、起立によって行います。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第３１号平成２８年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第５号）の件

は、原案のとおり可決されました。

２２３ページをお開きください。

これから、議案第３２号平成２８年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）の件の質疑を行います。

２２８ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 資本的収入及び支出

一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） ２２４ページにお戻

りください。

第４条、予算第５条中、企業債の変更、質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 第５条 予算第１０

条に定めたたな卸資産の購入限度額、質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第３２号平成２８年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第３２号平成２８年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

３号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。

それでは、ここで昼食のため１時まで休憩

といたします。

午前１１時５４分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議案第３３号から議案第４２号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 議案第

３３号平成２９年度足寄町一般会計予算の件

から、日程第２１ 議案第４２号平成２９年

度足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで

の１０件を一括議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） ただいま、議題と

なりました、議案第３３号平成２９年度足寄

町一般会計予算から、議案第４２号平成２９

年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算ま

で一括提案理由の御説明を申し上げます。

平成２９年度一般会計予算書１ページをお

願いいたします。

議案第３３号平成２９年度足寄町一般会計

予算について、御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

９９億１,６７７万２,０００円とするもので

ございます。

歳出の主な事項から御説明を申し上げま

す。

６２ページをお願いします。

６２ページ、第２款総務費、第１項総務管

理費、第８目財産管理費、第１５節工事請負
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費におきまして、緑栄コミュニティセンター

外部改修工事といたしまして１,２７０万１,

０００円を計上をいたしました。

第９節負担金、補助及び交付金におきまし

て、土地区画整理事業精算金といたしまし

て、２,８４９万１,０００円を計上をいたし

ました。

６４ページをお願いします。

６４ページ、第１３目時事振興費、第１９

節負担金、補助及び交付金におきまして自治

会運営交付金、６６ページとなりますが、自

治会連合会補助金、花いっぱい運動補助金な

ど合わせて８２５万８,０００円を計上をい

たしました。

次に、６６ページ、第１４目企画振興費、

第８節報償費におきまして、ふるさと納税謝

礼といたしまして５,０００万円を計上をい

たしました。

１３節委託料におきまして、市街地コミュ

ニティバス運行管理業務７９８万円、農業人

材移住就業サポート・地域ブランド化等調査

研究業務２,８５０万円、空家利活用支援業

務３７８万４,０００円などを計上をいたし

ました。

６８ページをお願いします。

６８ページ、第１５節工事請負費におきま

して、多目的交流施設空調設備整備工事とい

たしまして５８６万５,０００円を計上いた

しました。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、７１ページとなりますが、住環境店舗

等整備補助金４,０００万円、まちづくり活

動支援補助金１５０万円などを計上いたしま

した。

第２５節積立金におきまして、ふるさと足

寄応援基金積立金といたしまして１億円を計

上をいたしました。

次に、７２ページをお願いします。

７２ページ、第１６目職員住宅費、第１５

節工事請負費におきまして、南６条職員住宅

屋根外壁塗装工事といたしまして７３９万

８,０００円を計上をいたしました。

７４ページをお願いします。

７４ページ、第１７目足寄銀河ホール２１

管理費、７７ページ、第１５節工事請負費に

おきまして、足寄銀河ホール２１棟屋外壁改

修工事といたしまして２,３７６万円を計上

をいたしました。

７６ページ、第１８目新エネルギー対策費

におきまして、地域資源活用事業といたしま

して、地域おこし協力隊の嘱託員・報酬など

合わせて５１５万５,０００円、地熱資源に

かかわる地域主導型戦略的適地抽出モデル事

業といたしまして、委託料など合わせて２,

９８９万９,０００円を計上いたしました。

８８ページをお願いします。

８８ページ、第３款民生費、第１項社会福

祉費、第１目社会福祉総務費、第１９節負担

金、補助及び交付金におきまして、足寄町社

会福祉協議会補助金４,４３８万２,０００

円、障害者就労支援事業所建設補助金４,３

１３万９,０００円などを計上をいたしまし

た。

第２０節扶助費におきまして、障害者自立

支援給付費２億８,８９５万４,０００円、障

害者医療費２,１３５万円、障害者地域生活

支援給付費１,５７１万９,０００円などを計

上をいたしました。

次に、９６ページをお願いをいたします。

９６ページ、第２項老人福祉費、第４目介

護保険助成費におきまして、介護人材確保対

策事業といたしまして、補助金、貸付金合わ

せて１２５万円を計上をいたしました。

１０２ページをお願いいたします。

１０２ページ、第３項児童福祉費、第１目

児童福祉総務費、第１９節負担金、補助及び

交付金におきまして、認定子ども園どんぐり

保護者負担金などの無償化事業補助金といた

しまして、合わせて３,４５４万円を計上を

いたしました。

第２０節扶助費におきまして、児童手当と

いたしまして８,９７７万５,０００円を計上

いたしました。

１１０ページをお願いします。
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１１０ページ、第８目子育て支援費、第８

節報償費におきまして、子育て応援出産祝い

金といたしまして７００万円を計上をいたし

ました。

１１６ページをお願いします。

１１６ページ、第４款衛生費、第１項保険

衛生費、第２目予防費、第１９節負担金、補

助及び交付金におきまして、妊産婦通院交通

費等助成金といたしまして２５７万３,００

０円を計上いたしました。

第３目患者輸送車管理費、第１８節備品購

入費におきまして、患者輸送車購入費といた

しまして９０３万２,０００円を計上いたし

ました。

次に、１２０ページをお願いします。

１２０ページ、第２項清掃費、第２目塵芥

処理費、第１３節委託料におきまして、一般

廃棄物収集運搬業務といたしまして４,５０

０万９,０００円を計上いたしました。第１

９節負担金、補助及び交付金におきまして、

池北三町行政事務組合塵芥負担金といたしま

して７,６７８万９,０００円を計上いたしま

した。

第３目し尿処理費、第１３節委託料におき

まして、し尿収集運搬業務といたしまして

１,１８６万円を計上をいたしました。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、汚水処理施設共同整備事業負担金３,

７２７万９,０００円、十勝環境複合事務組

合し尿負担金１,６０５万７,０００円を計上

いたしました。

１２２ページをお願いします。

１２２ページ、第４項病院費におきまし

て、国民健康保険病院対策費といたしまし

て、負担金、補助金、出資金合わせて４億

８,９２６万３,０００円を計上いたしまし

た。

１２８ページをお願いします。

１２８ページから１３１ページまでの第６

款農林水産業費、第１項農業費、第３目農業

振興費におきまして、農業担い手育成支援事

業といたしまして、新規就農施行者営農指導

交付金、成年就農給付金、新規就農者経営開

始奨励金、営農実習奨励金、農業後継者・就

農育成資金貸付金など合わせて１,９４５万

４,０００円、六次産業化推進事業といたし

まして、地域おこし協力隊の報酬・旅費など

合わせて１,８００万３,０００円、バイオガ

スプラント導入支援事業といたしまして補助

金５億円などを計上をいたしました。

次に、１３２ページをお願いします。

１３２ページ、第４目畜産草地費、第２１

節貸付金におきまして、畜産振興資金貸付金

といたしまして１億円を計上をいたしまし

た。

１３４ページをお願いします。

１３４ページ、第５目農地費、第１９節負

担金、補助及び交付金におきまして、道営草

地畜産基盤整備事業負担金といたしまして

３,７５０万円を計上いたしました。

１３６ページをお願いします。

１３６ページ、第７目営農用水道等費、第

１５節工事請負費におきまして、昭和地区簡

易給水施設排水管移設工事４,５１７万８,０

００円など、合わせて８,２５０万６,０００

円を計上をいたしました。

第８目町民センター運営費におきまして、

町民センター改修事業といたしまして、１３

９ページとなりますが、工事管理業務委託

料、工事請負費、備品購入費など合わせて３

億７８６万２,０００円を計上をいたしまし

た。

次に、１４０ページをお願いします。

１４０ページ、第１０目多面的機能発揮促

進事業費、第１９節負担金、補助及び交付金

におきまして、中山間地域等直接支払交付金

２億３３６万９,０００円、多面的機能支払

交付金４,７１２万９,０００円、環境保全型

農業直接支払交付金６６１万３,０００円を

それぞれ計上をいたしました。

１４２ページをお願いします。

１４２ページ、第２項林業費、第１目林業

振興費、第８節報償費におきまして、有害鳥

獣駆除報奨金といたしまして１,０９４万５,
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０００円を計上いたしました。

第１７節公有財産購入費におきまして、森

林公有化整備事業に伴う土地購入費といたし

まして７０８万４,０００円を計上いたしま

した。

１４４ページをお願いします。

１４４ページ、第１９節負担金、補助及び

交付金におきまして、民有林造林事業補助金

１,６８６万９,０００円、未来につなぐ森づ

くり推進事業補助金１,７４２万８,０００円

などを計上をいたしました。

第３目町有林管理費におきまして、１４７

ページにかけて森林整備事業といたしまし

て、下刈り、地ごしらえ等の手数料など合わ

せて２,７４４万６,０００円を計上をいたし

ました。

１４６ページをお願いします。

１４６ページ、第４目水源林造林事業費に

おきまして、水源林造林事業といたしまし

て、下刈り、地ごしらえ等の手数料など合わ

せて４,９２２万８,０００円を計上いたしま

した。

１４８ページをお願いします。

１４８ページ、第７款商工費、第１項商工

費、第１目商工振興費、第１９節負担金、補

助及び交付金におきまして、足寄町商工会補

助金１,７０１万４,０００円、中小企業特別

融資保証料３７２万３,０００円、産業振興

事業補助金４００万円などを計上をいたしま

した。

第２１節貸付金におきまして、中小企業特

別融資貸付金といたしまして、１億９,００

０万円を計上をいたしました。

１５２ページをお願いいたします。

１５２ページ、第３目観光費、第１９節負

担金、補助及び交付金におきまして、足寄ふ

るさと盆踊り・両国花火大会実行委員会等補

助金５０８万円、足寄観光協会補助金９５０

万円を計上をいたしました。

１５４ページをお願いします。

１５４ページ、第８款土木費、第１項土木

管理費、第２目地籍調査費におきまして、１

５６ページにかけて地籍測量業務委託料など

地籍調査事業といたしまして４,５４４万３,

０００円を計上をいたしました。

１５８ページをお願いします。

１５８ページ、第２項道路橋梁費、第１目

道路維持費、第１５節工事請負費におきまし

て、町道舗装補修工事、応急補修工事といた

しまして、合わせて６,４８０万２,０００円

を計上いたしました。

第２目道路管理費、第１５節工事請負費に

おきまして、防犯灯整備工事といたしまして

１,４３７万円を計上いたしました。

第３目土木車両管理費、第１８節備品購入

費におきまして、貨物トラック５６１万４,

０００円、除雪トラック４,９６７万７,００

０円を計上をいたしました。

１６０ページをお願いします。

１６０ページ、第４目臨時地方道整備事業

費、第１５節工事請負費におきまして、栄町

２丁目中通整備工事といたしまして３,９６

０万４,０００円を計上いたしました。

第５目道路新設改良費、第１５節工事請負

費におきまして、橋梁長寿命化・修繕工事な

ど合わせて８,８２３万６,０００円を計上を

いたしました。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、橋梁定期点検業務負担金といたしまし

て５,０００万円を計上いたしました。

１６６ページをお願いいたします。

１６６ページ、第５目公園事業費、第１５

節工事請負費におきまして、里見が丘公園整

備工事といたしまして１億３,７５０万円を

計上いたしました。

１６８ページをお願いいたします。

１６８ページ、第５項住宅費、第１目住宅

管理費、第１５節工事請負費におきまして、

下愛冠団地公営住宅屋根外壁塗装工事など、

合わせて４,９４０万９,０００円を計上いた

しました。

１７０ページ、第２目住宅建設費、第１３

節委託料におきまして、（仮称）はるにれ団

地新築実施設計業務といたしまして２,１６
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７万円を計上をいたしました。

次に、１７０ページから１７５ページにか

けて、第９款消防費、第１項消防費、第１目

消防費におきまして、常備消防管理経費とい

たしまして２億１,８６４万３,０００円、非

常備消防管理経費といたしまして９,５３１

万７,０００円を計上をいたしました。

１７４ページをお願いします。

１７４ページ、第３目災害対策費、第１３

節委託料におきまして、防災計画等改定業務

といたしまして８８５万６,０００円を計上

いたしました。

１７８ページをお願いします。

１７８ページ、第１０款教育費、第１項教

育総務費、第２目事務局費、第１３節委託料

におきまして、足寄町学習塾管理運営業務と

いたしまして、２,９９１万６,０００円を計

上いたしました。

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

して、足寄高等学校振興会補助金６５９万

２,０００円、足寄高等学校通学費等補助金

２,１１８万３,０００円、足寄高校生海外研

修派遣事業実行委員会補助金２,６８７万３,

０００円などを計上をいたしました。

１８８ページをお願いいたします。

１８８ページ、第２項小学校費、第３目学

校建設費、第１５節工事請負費におきまし

て、足寄小学校大規模改修工事といたしまし

て、２億４,４４９万１,０００円を計上いた

しました。

１９６ページをお願いいたします。

１９６ページ、第４項社会教育費、第５目

博物館運営費におきまして、博物館施設管理

運営業務といたしまして４,１０４万円を計

上いたしました。

２０２ページをお願いします。

２０２ページ、第５項保健体育費、第１目

保健体育総務費、第１５節工事請負費におき

まして、自由広場照明等更新工事など合わせ

て４,１４５万１,０００円を計上いたしまし

た。

２０４ページをお願いします。

２０４ページ、第２目総合体育館運営費、

第１８節備品購入費におきまして、トレーニ

ング機器一式といたしまして７７０万７,０

００円を計上いたしました。

２１０ページをお願いいたします。

２１０ページ、第５目学校給食費、第１９

節負担金、補助及び交付金におきまして、学

校給食費無償化事業補助金といたしまして

２,４５１万９,０００円を計上いたしまし

た。

２１２ページをお願いします。

２１２ページ、第１１款災害復旧費、第１

項公共土木災害復旧費、第２目道路橋梁災害

復旧費におきまして、花輪線ほか災害復旧工

事といたしまして３,２１１万４,０００円を

計上いたしました。

２１４ページをお願いいたします。

２１４ページ、第２項農林水産業施設災害

復旧費、第１目農地災害復旧費におきまし

て、農地災害復旧工事といたしまして１億

４,１４７万８,０００円を計上いたしまし

た。

第２目農業用施設災害復旧費におきまし

て、農業用施設災害復旧工事といたしまして

４,１０４万６,０００円を計上いたしまし

た。

第１２款公債費、第１項公債費、第１目元

金におきまして、長期債償還元金１０億２,

３６０万円を計上いたしました。

第２目利子におきまして、長期債等利子

８,３３９万３,０００円を計上いたしまし

た。

２１４ページから２１７ページとなります

が、第１３款職員費におきまして、特別職２

名、教育長・一般職１４２名、準職員２０名

の給与・賃金等の人件費にかかわる費用全て

を計上させていただきました。

人件費の詳細につきましては、２２６ペー

ジから２３０ページに科目別内訳を貼付して

おりますので、参考にしていただきたいと存

じます。

以上で、歳出を終わり、次に歳入について
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御説明を申し上げます。

１０ページにお戻りください。

１０ページ、第１款町税におきまして、個

人町民税といたしまして、前年度対比約１.

４％増の２億９,７５２万円を計上いたしま

した。

法人町民税におきましては、前年度対比約

７.５％減の５,４５３万４,０００円を計上

いたしました。

固定資産税におきましては、前年度対比約

０.７％増の３億８,５４２万５,０００円を

計上いたしました。

軽自動車税におきましては、前年度対比約

２％減の１,８１７万８,０００円を計上いた

しました。

その他の町税につきましては、おおむね前

年度当初予算程度を計上をいたしておりま

す。

次に、１２ページをお願いいたします。

１２ページ、第２款地方譲与税におきまし

て、自動車重量譲与税９,４９３万８,０００

円、地方揮発油譲与税４,３６４万６,０００

円を計上いたしました。

１４ページをお願いいたします。

１４ページ、第６款地方消費税交付金にお

きまして１億３,４０３万９,０００円を計上

いたしました。

第７款自動車取得税交付金におきまして、

２,７７９万７,０００円を計上いたしまし

た。

１６ページをお願いいたします。

１６ページ、第１０款地方交付税の普通地

方交付税におきましては前年度対比約０.３

％増の３９億７８７万円を、特別地方交付税

につきましては前年度対比約２.２％減の３

億３,１８８万６,０００円を計上をいたしま

した。

次に、１８ページから２３ページの第１３

款使用料及び手数料につきましては、おおむ

ね前年度並みの１億６,００９万７,０００円

を計上をいたしました。

次に、２２ページから３１ページの第１４

款国庫支出金及び第１５款道支出金につきま

しては、事務事業等にかかわります補助金、

交付金等を計上をしております。

次に、３４ページをお願いいたします。

３４ページ、第１７款寄附金におきまし

て、ふるさと納税寄附金といたしまして１億

円を計上いたしました。

第１８款繰入金、第１項基金繰入金におき

まして、財政調整基金繰入金、ふるさと足寄

応援基金繰入金など、合わせて５億４,７０

３万７,０００円を計上いたしました。

３８ページをお願いいたします。

３８ページ、第２０款諸収入、第５項雑

入、第４目水源林造林事業収入といたしまし

て５,３７１万４,０００円を計上いたしまし

た。

次に、４４ページをお願いいたします。

４４ページから４７ページにかけまして、

第２１款町債といたしまして総額１８億５,

０９５万円を計上をいたしました。

以上で、歳入の説明を終わらせていただき

ます。

６ページへお戻りください。

６ページ、第２表で地方債５件をお願いい

たしております。

次に、１ページへお戻りください。

１ページ、第３条におきまして、一時借入

金の借り入れの最高額を１５億円と定めるも

のでございます。

以上で、平成２９年度足寄町一般会計予算

の説明を終わります。

次に、特別会計について御説明申し上げま

す。

別冊の特別会計予算書の１ページをお願い

をいたします。

議案第３４号平成２９年度足寄町国民健康

保険事業特別会計予算について、御説明申し

上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１１億６,６２７万８,０００円とするもので

ございます。

１８ページをお願いいたします。
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１８ページから３５ページの歳出につきま

しては、第２款保険給付費６億７,２４９万

２,０００円、第３款後期高齢者支援金等１

億１,０８１万８,０００円、第７款協同事業

拠出金２億９,０００万１,０００円などを計

上をいたしております。

次に、８ページへお戻りください。

８ページから１７ページまでの歳入につき

ましては、第１款国民健康保険税といたしま

して２億４,５１５万７,０００円、第２款国

庫支出金１億９,８３５万円、第４款前期高

齢者交付金２億３２９万５,０００円、第６

款協同事業交付金として２億６,３７８万８,

０００円などを計上をいたしました。

１ページへお戻りください。

１ページ、第２条において一時借入金の借

り入れ最高額を５,０００万円と定めるもの

でございます。

次に、３７ページをお願いいたします。

３７ページ、議案第３５号平成２９年度足

寄町簡易水道特別会計予算について御説明を

申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

８,２７７万４,０００円とするものでござい

ます。

４６ページをお願いいたします。

４６ページから５１ページまでの歳出につ

きましては、職員給与などの人件費及び施設

管理経費並びに水道工事費等を計上をいたし

ております。

次に、４４ページ、歳入につきましては、

事業収入、一般会計繰入金などを計上をいた

しております。

次に、４０ページへお戻りください。

４０ページ、第２表、地方債１件をお願い

しております。

次に、６１ページをお願いいたします。

６１ページ、議案第３６号平成２９年度足

寄町公共下水道事業特別会計予算について御

説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

６億３,８８９万３,０００円とするものでご

ざいます。

７２ページをお願いをいたします。

７２ページから７９ページの歳入につきま

しては、第１款総務費におきまして処理場管

理経費等を、第２款事業費におきまして職員

給与等人件費、下水道管渠実施調査設計業

務、下水終末処理場電気機械設備更新業務の

委託料、管渠新設工事費等を計上をいたして

おります。

次に、６８ページへお戻りください。

６８ページから７１ページの歳入につきま

しては、公共下水道使用料、国庫支出金、一

般会計繰入金、町債などを計上をいたしてお

ります。

次に、６４ページへお戻りください。

６４ページ、第２表で債務負担行為２件、

また第３表で地方債１件をお願いいたしてお

ります。

次に、８９ページをお願いいたします。

８９ページ、議案第３７号平成２９年度足

寄町介護保険特別会計予算について御説明を

申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

８億９,１６８万２,０００円とするものでご

ざいます。

１０２ページを願いします。

１０２ページから１１７ページの歳出につ

きましては、総務費、保険給付費、地域支援

事業費などを計上をいたしております。

次に、９６ページにお戻りください。

９６ページから１０１ページの歳入につき

ましては、介護保険料、国庫支出金、支払基

金交付金、一般会計繰入金等を計上をいたし

ております。

次に、１２１ページをお願いをいたしま

す。

１２１ページ、議案第３８号平成２９年度

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

理事業特別会計予算について御説明を申し上

げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

８,９１９万６,０００円とするものでござい
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ます。

歳出から申し上げます。

１３０ページをお願いをいたします。

１３０ページから１３３ページまでの歳出

につきましては、事業費、公債費などを計上

をいたしております。

次に、歳入、１２８ページへお戻りくださ

い。

歳入につきましては、一般会計繰入金、清

算金等を計上をいたしております。

次に、１３７ページをお願いをいたしま

す。

１３７ページ、議案第３９号平成２９年度

足寄町介護サービス事業特別会計予算につい

て御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

３億１６万１,０００円とするものでござい

ます。

１４８ページを願いします。

１４８ページから１５３ページまでの歳出

につきましては、職員給与等人件費及び施設

の管理運営費等を計上をいたしております。

次に、歳入、１４４ページへお戻りくださ

い。

１４４ページから１４７ページまでの歳入

につきましては、サービス事業収入、一般会

計繰入金等を計上をいたしております。

次に、１６３ページをお願いいたします。

１６３ページ、議案第４０号平成２９年度

足寄町後期高齢者医療特別会計予算について

御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１億８９５万３,０００円とするものでござ

います。

１７４ページから１７７ページまでの歳出

につきましては、後期高齢者医療広域連合納

付金等を計上をいたしております。

次に、歳入、１７０ページ。

１７０ページから１７３ページまでの歳入

につきましては、後期高齢者医療保険料、保

険基盤安定繰入金等を計上をいたしておりま

す。

次に、企業会計について御説明を申し上げ

ます。

別冊のつづりをお願いをいたします。

議案第４１号平成２９年度足寄町上水道事

業会計予算について御説明を申し上げます。

業務の予定量につきましては、予算書の１

ページに記載のとおりでございます。

収益的収入及び支出の予定額につきまして

は、１億６,８２１万６,０００円とするもの

でございます。

内容は、経常的収入と人件費及び管理費用

でございます。

資本的収入及び支出につきましては、収入

は工事負担金、支出は建設改良費と企業債償

還金であります。

２ページをお願いをいたします。

２ページ、一時借入金の限度額といたしま

して４,０００万円をお願いいたしておりま

す。

なお、各科目の予算額等の説明については

省略をさせていただきます。

次に、議案第４２号平成２９年度足寄町国

民健康保険病院事業会計予算について御説明

を申し上げます。

業務予定量につきましては、予算書の１

ページに記載のとおりでございます。

収益的収入及び支出の予定額につきまして

は、１２億４,９７２万６,０００円とするも

のでございます。

内容につきましては、経常的収入と人件費

及び管理費用等でございます。

資本的収入及び支出につきましては、企業

債、一般会計出資金、国保直診施設整備費、

調整交付金などの収入と、支出は機械備品購

入費、旧院長住宅改修工事請負費及び企業債

償還金が主なものでございます。

２ページをお願いをいたします。

企業債１件、一時借入金の限度額といたし

まして１億円をお願いをいたしております。

なお、各科目の予算額等の説明については

省略をさせていただきます。

以上で、議案第３３号平成２９年度足寄町
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一般会計予算から議案第４２号平成２９年度

足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで一

括提案理由の説明とさせていただきました。

御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ

ます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

お諮りをいたします。

本件につきましては、議長を除く１２人の

委員で構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託して会期中の休憩中に審査す

ることにしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、本件については、議長を除く１２

人の委員で構成する予算審査特別委員会を設

置し、これに付託して会期中の休憩中に審査

することに決定をいたしました。

ここで、暫時休憩いたします。

休憩中に特別委員会を開いて正副委員長の

互選をお願いをいたします。

午後 １時４１分 休憩

午後 １時４６分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 諸般の報告

○議長（吉田敏男君） 諸般の報告を行いま

す。

予算審査特別委員会の正副委員長の互選が

行われ、その結果の報告が議長の手元にまい

りましたので報告をいたします。

委員長に髙橋秀樹君、副委員長に多治見亮

一君、以上のとおりです。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に、予算審査特別委員会の開催をお

願いをいたします。

それでしたら、２時から予算審査特別委員

会を開催をいたしていただきたいと思いま

す。

以上で、暫時休憩をいたします。

午後 １時４７分 休憩

午後 ３時１６分 再開

○副議長（井脇昌美君） では、皆さん、休

憩を閉じ、会議を再開をさせていただきたい

と思います。

議長はちょっと急用があって席を外してお

ります。

私、副議長の井脇ですが、議長になりかわ

りましてこれからの議事進行をさせていただ

きたいと思います。

お許しをいただきたいと思います。

本日は、先ほどの町長のお話があったよう

に、議会としての特別委員会は延会といたし

ます。

◎ 延会の議決

○副議長（井脇昌美君） お諮りをいたしま

す。

本日は、これで延会といたしたいと思いま

すけれど、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（井脇昌美君） 異議なしと認めま

す。

よって、本日はこれで延会することに決定

いたしました。

次回の委員会は、３月１４日、本会議の休

憩中に開会をいたします。

なお、午前１０時から開会といたします。

◎ 延会宣告

○副議長（井脇昌美君） では、本日これで

延会といたします。

皆さん、どうも御苦労さまです。

午後 ３時１８分 延会


